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関 係 法 令 【 参 考 】 

 

 

 

 

 

 

最低賃金法第１５条第１項 

 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令

で定めるところにより、厚生労働大臣または都道府県労働局長に対

し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職

業に係る最低賃金（以下「特定最低賃金」という。）の決定又は当

該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改

正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 
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令和７年度　特定最低賃金申出状況一覧表　奈良労働局

最低賃金の件名 受理日 申出内容
申請
ケース

協約適用
労働者数
（Ａ）

基幹的労
働者数
（Ｂ）

合意者
割合

（Ａ/Ｂ）

最も低い労働
協約時間額
（Ｃ）

現在適用の最
低賃金時間額

（Ｄ）

差額
（Ｃ－Ｄ）

奈良県電子部品・デバイス・電子
回路、発電用・送電用・配電用電
気機械器具、産業用電気機械器
具、民生用電気機械器具製造業最
低賃金

R7.7.31 改正 労働協約 567 1,220 46.5% 1,301円 986円 +315円

奈良県はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具製造業最
低賃金

R7.8.1 改正 労働協約 3,011 7,510 40.1% 988円 986円 +2円

奈良県自動車小売業最低賃金 R7.8.6 改正 労働協約 1,306 3,800 34.4% 1,003円 986円 +17円
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